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開  会   ９時２７分 

閉  会  １２時０４分 



○委員長（金子恵委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員

会を開会いたします。 

令和４年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第

４４号令和４年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

皆様おはようございます。早速ですけれども、議案第４４号令和４年度長与町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

１億９４３万８,０００円を追加し、補正後の総額を４２億３,０７７万７,０００円とす

るものでございます。詳細につきまして補正予算に関する説明書により説明いたします。 

歳入ですけれども、６、７ページをお開きください。６款１項１目繰越金は、令和３

年度決算に伴う繰越額が確定しましたので、１億９４３万８,０００円を計上いたしてお

ります。 

次に歳出につきまして説明いたします。１０、１１ページをお開きください。２款６

項１目傷病手当金は、事業主から給与の支払いを受けている国保加入者が新型コロナウ

イルス感染症に感染し勤務することができなかった日が４日間以上ある場合に支給され

るもので、４８万円を計上いたしております。８款１項１目予備費は、収支の調整とし

て１億８９５万８,０００円を計上いたしております。 

以上が今回の補正予算の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。歳入歳出どちらでも結構です。質

疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第４４号令和４年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 



それでは引き続き、議案第５１号決算認定の方に入りたいと思います。令和４年第３

回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第５１号令和３年

度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。本案につ

いて提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

議案第５１号令和３年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして御説

明をいたします。決算書の１、２ページをお開きください。収入済額の合計は４２億７,

８６４万６,７６５円で、前年度比４.１％の増額でございます。不納欠損額は１,４６２

万８,３５３円。収入未済額は１億５７０万７０１円で、前年度と比較して２,８３５万

６,６７９円減となっております。５、６ページをお開きください。支出済額の合計は４

１億６,９２０万７,５４９円、前年度比４.２％の増額でございます。不用額は１億５４

７万３,４５１円でございます。７ページをお開きください。歳入歳出差引残額１億９４

３万９,２１６円、全額を翌年度へ繰り越すこととしております。基金に繰り入れる場合

は、その後の補正予算において計上させていただきます。それでは、主な項目につきま

して事項別明細書で説明をいたします。 

まず歳入ですけれども、８、９ページをお開きください。１款国民健康保険税の収納

済額は、前年度比１.２％の減額となっております。要因といたしましては、被保険者数

の減少によるものでございます。２款１項１目督促手数料は、２,９８８件分の督促手数

料でございます。３款１項１目保険給付費等交付金の１節普通交付金は、主に保険給付

費の支払いに充てるための県からの交付金でございます。同じく２節特別交付金は、保

険者の取り組み実績に応じて交付される保険者努力支援分、市町の事業状況に応じて交

付される特別調整交付金分、保険事業費や保険税の収納状況に応じて交付される県繰入

金分、特定健診等負担金の合計額でございます。次のページの４款１項１目利子及び配

当金は、財政調整基金に係る利子でございます。５款１項１目一般会計繰入金は、一般

会計から国保特別会計への繰入金でございまして、繰入基準等に基づき算出された分の

合計額でございます。６款１項１目繰越金は、令和２年度からの繰越金でございます。

７款１項１目一般被保険者延滞金、及び２目退職被保険者等延滞金は、国保税に係る延

滞金でございます。次のページの２項１目町預金利子は、国保特別会計に係る預金利子

でございます。３項１目一般被保険者第三者納付金は、交通事故など第三者の行為によ

るけがに対して保険給付を行った場合に加害者側に請求をし、収納したものでございま

す。３目一般被保険者返納金は、国保の資格喪失後の受診に係る返納金でございます。

５目雑入は、国保連合会からの旅費等の収入でございます。８款１項１目社会保障・税

番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴う事業に

対する補助金でございます。次のページの２目災害等臨時特例補助金は、新型コロナウ

イルスの影響で収入が減少した世帯に対して行った国保税の減免に対する補助金でござ



います。 

次に歳出でございます。１６、１７ページをお開きください。１款１項１目一般管理

費は、会計年度任用職員の人件費や消耗品費、システムのリース料など、国保会計に係

る事務経費でございます。２目連合会負担金は、長崎県国保連合会への負担金でござい

ます。下段から次のページにわたりますけれども、２項１目賦課徴収費は、国保税の賦

課徴収に係る経費でございます。３項１目運営協議会費は、国保運営協議会に係る経費

でございます。２款１項１目一般被保険者療養給付費は医療機関へ支払う給付費用で、

コロナの影響による受診控えの反動によりまして昨年より増加をしております。３目一

般被保険者療養費は、柔道整復、はり・きゅう、あんま、マッサージ等に係る費用でご

ざいます。２０、２１ページをお開きください。２項高額療養費は前年度比１４％の増

額でございます。４項出産育児諸費の出産育児一時金は、１９名に対する給付でござい

ます。５項葬祭諸費は４２名分の支給でございます。一番下から次のページにわたりま

すけれども、６項傷病手当金は、被用者である方が新型コロナウイルスに感染し、その

療養のために仕事を休んだ場合に支給されるもので、２名分の支給を行っております。

３款国民健康保険事業費納付金は、合計９億５,６５６万８,１２２円で、前年度より３,

６４４万６,７７９円減額となっております。２４、２５ページをお開きください。４款

１項１目保健衛生普及費は、医療費通知、後発医療品差額通知等に係る経費でございま

す。２目疾病予防費は、重症化予防事業、健康教育、健康相談、健康ポイント事業等に

係る費用で、支出済額は昨年度とほとんど変わっておりません。下段から次のページに

わたりますが、２項１目特定健康診査等事業費は、前年度比４９６万７,８０７円の増で

ございます。特定健康診査の受診者が増えたというのが主な要因でございます。５款１

項１目財政調整基金積立金は、令和２年度の決算剰余金を積み立てております。６款公

債費は支出がございません。下段から次のページにわたりますが、７款１項償還金及び

還付加算金は、過年度に収納があった国保税の還付金、過年度に概算交付された保険給

付費等交付金の償還金と還付加算金の合計でございます。３０ページをお開きください。

実質収支額は全額を令和４年度へ繰り越しまして、基金へ繰り入れる場合は、その後の

補正予算において計上させていただきます。３１ページをお開きください。令和３年度

末現在の基金残高は４億３,２１８万１,０００円でございます。続きまして、主要な施

策の成果に関する報告書でございますが、２ページの上段に決算状況を、下段見開きの

表において令和３年度の予算額及び決算額、その執行率並びに令和２年度決算との比率

を掲載しております。４ページから７ページは保険給付費及び保健事業費の状況を掲載

しております。４ページは一般被保険者の療養給付費についてでございます。医療費の

うちの７割から８割を保険者が負担しており、令和３年度における１人当たりの給付費

は２万２,２９５円増加をしております。５ページは、自己負担限度額を超過した際に保

険者が負担する高額療養費でございます。６ページは、健康教育、健康相談事業、人間

ドック等健診事業等の状況でございます。７ページは、特定健診、特定保健指導の状況



です。令和４年５月末において、県に報告した数値を記載しております。令和２年度に

ついては、新型コロナウイルスの影響で受診率が下がっておりましたが、３年度は大分

回復をしております。以上が、令和３年度長与町国民健康保険特別会計決算の説明でご

ざいます。 

続いて、本日提出しました資料の１ページを見ていただければ。こちらが国保税の決

算の状況でございます。収納率が、現年度分が９８.３％、対前年比０.７４ポイントの

上昇。過年度分が２０.２５％、対前年比で０.５９％の上昇となっております。２ペー

ジ目に被保険者数の推移を記載しております。令和３年度の平均被保険者数は７,８５５

人、平均世帯数は４,８６６世帯となっております。所得階層別の人数、次のページの高

額療養費の推移につきましては記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑に入っていきたいと思います。歳入の方から順を追っ

て行っていきたいと思います。歳入の８、９ページから始めたいと思います。質疑はあ

りませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

主要な施策に７,６８４人、被保険者数が書いてあるんですが、これ予算に伴うときの

数字って書いて、決算時は記載が無いわけですけども、何人になっておるのかが１つで

すね。それから、加入者が徐々に減っておられるんですね。ずっと、毎年少しずつ減っ

とるんですが、理由がいろいろあろうというふうに思うんですが、どういうふうに分析

をしておられるのか、これが２点目。先ほど世帯数を四千幾らとおっしゃったんですが、

一世帯当たりの保険料の平均額はどの程度になっとるのかをまずお知らせください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

まず被保険者数ですけれども、主要な施策の方に事業の概要としましては当初予算時

で７,６８４名と書いてあります。その下の事業の実績のところに年度平均の被保険者数

は７,８５５人ということで記載をしておりますので、７,８５５名ということになりま

す。それと、どんどん減っていっているっていう原因なんですけれども、一番大きいの

がやはり後期高齢者に移行される方が多いということになっております。ただ、令和２

年度、令和３年度と減少する幅がちょっと少なくなっているというよりか、社会保険か

ら抜けて国保に入ってくるんですけれども、社会保険に戻る方がコロナの影響だと思う

んですけども、若干昔と比べると少ないっていうのがありますので、全体としては減っ

てはいるんですけれども、その減り幅が若干縮まっている感じになっております。あと、

一世帯当たりの国民健康保険税の税額ですけれども、令和３年の決算の状況で医療分が



１１万６,７８２円、支援分が３万９,６２０円、介護分が３万７０９円というふうにな

っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。８、９ページですね、今。あとから戻っても構いませんので。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

収入未済額が１億４９４万１,７７２円ですね、結構多いわけですけども。これは現年

度分と過年度分があるようですけども、例えば過去５年間遡ってみたときに、平成２９

年、３０年、それから元年、２年、３年はここにありますように１億４９４万１,０００

円ですから、過去の分は大体どのくらいあるんでしょうか。で、総額でどうなんでしょ

うか。これ全部含めて一億幾らという理解をしていいんですか。どう理解すればいいん

でしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

国保税の決算の状況ですけれども、本日の配布資料の１ページ目に国保税の決算の状

況が載っておりますけれども、こちらの現年の課税分というのが３年度の分になります。

現年分が１,３９０万円ほどですね。それから滞納繰越分が９,０００万円ちょっととい

う内訳になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

そうすると過去の分も含めて、現在の収入未済額が一億四百幾らあると、こういう理

解をしていいんですね。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

過去の分も含めて１億４００万円ほどでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。では、今１０、１１ページに行きました。こちらはないですか

ね。次、歳入１２、１３ページで質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１３ページ、第三者納付金は何件あったんですか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 



○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

件数については資料を持ち合わせておりませんので、この場では回答できません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。戻っても構いませんので次に進みます。１４、１５ページで質

疑はありませんか。それでは歳出の方に入りたいと思います。１６、１７ページ。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

オンライン資格確認システム運営負担金は初めて見るものだから、説明をお願いしま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

このオンライン資格確認ですけれども、こちらがマイナンバーと保険証の一体化に係

るものでございまして、オンライン資格確認をするためのシステムで、そちらの方の負

担金を連合会に支払っているというものでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

委託料のところのレセプト点検委託料ですね。ちなみに効果がどのくらいっていうよ

うなことは、一定まとめていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

レセプト点検につきましては国保連合会に委託をしておりまして、国保連合会から報

告は来ているんですけれども、今こちらに資料を持ち合わせておりませんので、後ほど

お知らせをいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

詳細には結構ですが、正確性っていう点では一定担保されているのか。やはりそれな

りの数がちょっと不正確だなというようなことが結構頻繁にあっているのか、この程度

でも結構なんですが。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 



レセプト点検につきましては、まず１次点検で大きなエラーを潰しまして、２次点検

でレセプトを詳細に見ていくということになっておるんですけれども、その中で、連合

会からの報告では、その２次点検で、金額は資料を見ないと分からないんですけど、あ

る程度こういうミスがあったとかこういう間違いがあったっていう報告は受けてはおり

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

１９ページ、療養給付費が増えたという説明があったんですけども、説明書の中にも

この内訳が書いてあるんですけども、この増えた原因というのは何ですか。主たる原因

だけでいいです。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

この療養給付費が増えた要因っていうのは分析をしてみたんですけれども、その人、

その人が大きい傷病にかかっているっていうのは発見できませんでした。ですので、令

和２年度からの受診控えの影響で全体的に受診の回数が増えたっていうのが理由かなっ

ていうぐらいしか分かっておりませんし、あとは年齢構成が高くなってきておりますの

で、その辺で７０歳以上の方の割合が増えてくると３割負担だったのが２割負担になっ

て、町が出す療養給付費が増えたりとか、その辺の事情も加えて、やはりさっきの受診

控えの影響かなというふうに思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

特定の疾病とかそういうものはないわけですかね、考えられるとして。例えばがんが

増えたとかね。疾病別に原因を分析したらそういうのが出てきたとか、そういうのはな

いわけですか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

詳細な疾病別の分析はまだやっておりませんので詳細には分からないんですけれども、

本日の資料の３ページ目に高額医療費の内訳を付けているんですけれども、これを見る

限りはがんが増えたりとかっていうのは見当たらないので、これが増えたから療養給付

費が増えたっていうはっきりした理由はつかみ切れてないというような状況です。 

○委員長（金子恵委員） 



ほかにありませんか。今、１８、１９ページで質問がありましたけど、ほかに皆さん

からありませんか。では次行きます。２０、２１ページ、こちらで質疑はありませんか。

それでは２２、２３ページ、質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

傷病手当金でお伺いをしたいんですけれども、これは国保世帯であって事業主から雇

用されている方がコロナにかかった場合に、一定の給付が受けられるという制度だとい

うことでありましたけれども、ちょっと気になるのが、この制度そのものを知らない方

って言いますか、十分に周知ができているのかなという気がするんですが。恐らく町の

ホームページには常時掲載されているのは確認しているんですけども、広報ながよで、

例えばこの制度ができたときに１回で終わっているとか、そういうことはないものか。

やっぱり収入が減になってこの制度を知らないがために非常に困る方もいらっしゃると

思うんですけども、その周知は十分だというふうに理解していいのかどうかですね。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

傷病手当金につきましては、確かにホームページには記載をしております。広報につ

いても、この傷病手当金自体が最初は令和２年９月３０日までだったのが、３か月ごと

にずっと延びてきているような制度になりますので、年度の最初には必ずホームページ

を更新しますし、広報にも掲載をするようにはしております。ただ、全ての人に周知が

できているかっていうところになると、不十分なところもあると思いますので、今後そ

の周知については考えていかないといけないかなと思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

うちでもつい先日「もしコロナになった場合にパート収入が減になって困るよね、ど

うしようか」というような話もしたところなんですが、恐らく多くの世帯でそういった

方もいらっしゃると思うんですよね、国保世帯の方なんか特にですね。ですから、是非

定期的に広報とかで、もうこれだけまん延している状況なので、せっかくある制度なの

で知らなかったということがないように、町としてもその周知に努力をしたというよう

な形にしていただきたいと。これは今答弁いただきましたので結構ですが、是非お願い

したいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。それでは２４、２５ページ、こちらで

質疑はありませんか。 

内村委員。 



○委員（内村博法委員） 

特定健康診査の事業費、２６ページまでかかっているんですけれども、主要な施策の

成果に関する報告書の中で特定健康診査、７ページで詳細が書いてあるんですけども、

特定健康診査の受診率の目標値が毎年変わっているわけですよね。大体、国の目標は６

０％だったと思うんですけれども、これが毎年変わるものなのか、そこのところを教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

特定健康診査の目標値ですけども、確かに国の目標は６０％となっております。平成

２９年までが第２期の特定健康診査の実施計画の期間でありまして６０％にしておりま

して、３０年度からが新たな第３期の特定健康診査の実施計画の期間になりました。そ

のときに、実際、最終的な目標は６０％なんですけれども、現実的な目標をその時点で

決めるということになっておりまして、その中で３０年度が５０％で、２％ずつ徐々に

上げていこうという計画を第３期の特定健康診査の実施計画の中で決めておりますんで、

その計画の目標値をこちらに記載をしております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

国の目標６０％は変わってないということですね。確認なんですけど。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

はい、国の目標６０％は変わっておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

後発医薬品使用促進のところですけれども、令和３年度で利用率は先発とどのくらい

違うのかお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

令和３年度の後発医薬品の利用率ですけれども、長与町が８０.６％になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 



安部委員。 

○委員（安部都委員） 

長与町で国保利用者の８０.６％の人が実際後発医薬品を利用されているということ

は、約２０％は先発の方っていうことで、大丈夫ですか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

この８０％については、全体の数量のうちの８０％は後発に移行していますというこ

とになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

先ほど、内村委員が質問なさった主要な施策の成果に関する報告書の７ページの事業

の実績のところで、特定保健指導の実施率が、令和２年だけ突出して７２.１％あるんで

すけど、これの要因っていうか、もし分析されていたら教えてください。無かったらも

ういいです。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

特定保健指導の実施率ですけれども、こちらが特定健診の結果によって該当する方が

特定保健指導に該当するということになっておりますので、その対象者数が、実は若干

毎年違っているっていうことがあります。で、分母が変わってきますので、分子自体は、

実際にやっている数は１５０人から１８０人程度とあまり変わってないんですけれども、

分母が変わることでこのパーセントにばらつきが出てきているといった状況になってお

ります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

同じところです。参加者褒賞費で詳しく教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

２４、２５ページの参加者褒賞費だと思います。こちらがポイント事業に係る参加者

の褒賞費ということで、ポイント事業で商品券とかに交換をされた方に対する褒賞費の



支払いになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。２６、２７ページ、こちらの方で質疑を受けたいと思います。

質疑ありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

基金について質問をしたいと思うんですが、令和２年度末で３億２,３４７万４,００

０円、これは財産の調書に関するところです。で、３年度で１億８７０万７,０００円、

合わせますと４億３,２１８万１,０００円あるわけですが、今年度の実質収支の決算で

いきますと１億９４３万９,０００円がいずれ基金に繰り入れられていくだろうと、その

ままでいけばですね。そうしますと４億４,１６０万円ぐらいの基金残高になっていくと。

このままいくと、５億円はとうに超えていくという状況にあるわけです。保険料の見直

しのタイミングの問題もあろうというふうに思うんですが、先ほど歳入でお尋ねをしま

したけども、保険料と合わせて支援分とか介護分などを入れますと約１９万円の一世帯

当たりの負担があるということになろうと思うんですが、そういう面からいきますと、

保険があって受診をしてそれで本当に助かっていると、皆保険でですね。そういうふう

に私も実感を持ってきておるんですけども、あまり基金が貯まり過ぎてもどうなのかな

ということを、町民がこれを聞かれると「もう少し保険料まけてよ」というようなこと

になりかねないわけですね。これ５億、６億、７億円なんて、何のための基金なのかと

いうことになろうというふうに思いますので、近々保険料の見直しの時期が迫ってくる

だろうというふうに思っておりますが、現段階でその方向が見えないということが昨年

からもあっております。これ部長にお尋ねしたいと思うんですが、保険料の見直し等含

めて基金の在り方についてどうお考えなのか、御回答いただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

富永部長。 

○健康保険部長（富永正彦君） 

御心配をされる保険料ですけども、今基金がどんどん増えていっているという御指摘

をいただきました。御承知のとおり平成３０年から国保の都道府県化が始まりまして、

今県が財政運営の主体ということで動いております。それで激変緩和措置がその当時か

らずっとかまされておりまして、長与町の保険料の負担分というのは軽減をされている

状況で、それが今積み重なって基金が増えていっているというような状況になっており

ます。この軽減措置が令和５年で終わって６年度から軽減が無くなるという形になって

おりますので、今まで軽減で安く支払っていた保険料がそこでゴッと増えるということ

が予定されておりますので、そのために今基金が一定程度欲しいなと。４億、５億円が

その軽減が無くなったことでどこまで持つのかということも含めまして、慎重に保険料

については設定をしていきたいというふうに考えております。 



○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

当然理解できますけども、十分お考えいただいて、逆に先ほど言いますように保険の

加入者から言いますと、余りにも残り過ぎているんじゃないのというような単純な理解

も成り立つわけですので、その点必要であれば十分説明の機会を設けて、町民の理解が

あって初めて保険は成り立つわけですので、そういうことで是非理解できるような説明

も併せてお願いをしておきたいと思います。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。では２８、２９ページ。よろしいですか。 

一瀬係長。 

○係長（一瀬奈々君） 

先ほど御質問にありました第三者納付金の件数についてですが、３件３人分で２６３

万８,７０９円となっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

これは交通事故ですかね、全件。 

○委員長（金子恵委員） 

一瀬係長。 

○係長（一瀬奈々君） 

はい、交通事故となっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。それでは最終ページまで行きましたけれども、全体的そして主

要な施策の成果に関する報告書、トータルで。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の中の７ページですけれども特定健康診査、対象者

が５,７９８名ってなっているんですよ。そのうち２,７７２名が受けたとなっとるんで

すけども、被保険者数は７,８５５名なんですよね、この決算ではですね。そうすると残

り２,０００名は健康な人と見とるんですけれども、ただこの残りの人を実際に町が把握

してないケースもあると思うんですよね。町の健康診断を受けない人は分からないわけ

ですね、データをもらわない限りは。そうすると、その残りの人たちの中で、要するに

全く把握してないというケースもあるんじゃないかなと。データをもらえばいいんだけ

ども、データをもらっていない人もいるんじゃないかなと思うわけですよ。そういう人

が何人ぐらいいるのかですね。それは把握してないんですか。 



○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

まず、特定健康診査の対象者数につきましては４０歳以上が対象になって、３９歳以

下は対象外になっておりますので、この数字に差が出ているということになります。あ

と、３９歳以下の方については、確かにそういう健康診査のデータはこちらでは把握は

しておりません。ただ３９歳以下の方でも受けられる国保の成人健診を事業としてやっ

ておりますので、そちらの方の周知をしましてそちらの方の健診を受けていただければ、

データは手に入るということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

ただ４０歳以上でも全く把握されてない人たちがいると思うんですよね。この対象者

５,７９８名が、本当にこれでいいのかというような疑問が湧くわけですよ。対象者はま

だ隠れた人たちがいるんじゃないかなと思うわけですよね、４０歳以上でも。要するに

長与町の健康診断を受けない限りは、それとデータをもらわない限りは分からないわけ

ですよね。だから本当にその人たちが特定検査を受ける疾病を持っとったら、受けない

かんわけですよね、この対象者の中にね。そういった意味で申し上げたんですけども、

正確に把握してなければ、それはそれで構いませんけども。もう一度答弁をお願いしま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

４０歳以上の対象者５,８００人ほどのうち、実際受けているのが２,７００名ですか

ら、その差については確かに把握できていないということになっております。ですから、

この目標値の６０％をまずは達成するようにですね。それから６０％をどんどん超えて

いくような取り組みはやってはいるんですけれども、実際なかなか上がってきてないと

いう状況になりますので、今後もこの受診率を上げるような取り組みは続けていきたい

なというふうに思っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

高額療養費の資料をいただいている分で、見方を御説明いただきたいなと思うんです

が。１つが令和２年から令和３年にかけての高額療養費は、件数も費用もぐっと上がっ

ているんですよね。それなんだけども医療費の内訳を見ますと、例えば悪性新生物につ



いては減っていますし、心疾患はほとんど変わらないとか、内訳見るとあまりこう変わ

らないように見えるのに、トータルしたところの分ではどんと増えている気がするんで

すが、何か担当課の方で分析されているものがあれば。たまたまなのか、誤差の範囲な

のか、それとも何か特徴的な例えばコロナ等の影響があるのかとか、何か分析があれば

お知らせをいただければなと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

疾病別の詳細な分析はまだやってないんですけれども、ここにあるとおり、確かに８

０万円以上のレセプトを抽出する高額な方については逆に若干減少している方向が見え

るんですけれども、全体を考えると件数自体が５,５００件から６,０００件というふう

に大分上がっていますので、３０万円とかそういう少額の人が増えたんじゃないかとい

うような推測はしているんですけれども、まだ詳細なところはつかんでないという状況

です。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。いいですか。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

議案第５１号令和３年度の国保決算に反対の立場から討論を行います。国民健康保険

は、病気やけがを負ったときに高額な窓口負担を心配することなく医療機関にかかるこ

とができるということを目標として創設されている医療保険制度であります。資料もい

ただいておりますけれども、高齢者や零細事業者、無職の方など、いわゆる経済的に弱

い立場の人が多く加入している実態があるというふうに思います。被保険者は保険料の

納付に苦慮をしております。年間所得２００万円の３人世帯という低所得者世帯モデル

ケースでも、保険税額は年間３８万円を超えるという状況になっております。このため、

保険税額が払えない世帯も少なくありません。いざというときにお金の心配をすること

なく医療を受けるための制度であるにも関わらず、保険料を納付できず医療機関での受

診を控えるという矛盾を生じます。この矛盾の大本は、国が国保会計への補填すべき財

政支援を以前と比べて大きく減額をしたということが要因だと思っております。それに

加えて事業の広域化を進めたことで自治体の裁量は少なくなり、一層住民の実情に沿っ

た対応、先ほど基金の話も出されておりましたけれども、そういった対応が難しくなっ

ているのではないかというふうに思います。この改善のためには、まず第１には国の負

担割合を元に戻すということが大前提ではありますが、それに至るまでは被保険者の実



態に応じた減免であるとかまたは基金の活用であるとか、そういった対策が必要だとい

うふうに思います。そうしませんと、病気やけががある人が必要な医療を受けられない

という状況になってしまいます。国保会計は医療保険として本来あるべき状況になって

いるとは言い難く、国保世帯のそうした立場を議会の場でも表明する必要があるという

判断から、本決算の認定に反対をいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５１号令和３年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての件を採決します。 

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり可決すべきものと決すること

に賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

場内の時計で１０時４５分まで休憩します。 

（休憩 １０時２８分～１０時４０分） 

○委員長（金子恵委員） 

時間前ですが、休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより、令和４年度第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受け

ました議案第４５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の件

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

議案第４５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

して提案理由の御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今回の補

正は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６３万９,０００円を追加し、補正後の予算

の総額を６億１,１８９万３,０００円とするものでございます。それでは補正予算に関

する説明書により説明をいたします。 

まず歳入ですが、６、７ページをお開きください。４款１項１目繰越金は、令和３年

度決算に伴う繰越額が確定をいたしましたので、１６３万９,０００円を計上いたしてお

ります。 

次に歳出ですが１０、１１ページをお開きください。２款１項１目後期高齢者医療広

域連合納付金は、令和３年度からの繰越金のうち出納整理期間に収納した令和３年度分

の保険料を納付金として後期高齢者医療広域連合へ納付するもので、１６３万９,０００



円を計上いたしております。３款２項１目一般会計繰出金は、令和３年度決算に伴う繰

越金から広域連合納付金を差し引いた額を一般会計に繰り出すもので、１,０００円を計

上いたしております。４款１項１目予備費は、収支の調整として１,０００円を減額計上

いたしております。 

以上が今回の補正予算の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

これから質疑を行います。歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。いい

ですか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第４５号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

それでは引き続き、議案第５２号の審査に入ります。令和４年第３回定例会本会議に

おきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第５２号令和３年度長与町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。本案について提案理

由の説明を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

議案第５２号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして御

説明をいたします。決算書の１、２ページをお開きください。収入済額の合計は５億６,

１６９万８,４９１円で、前年度比２.７％の増額でございます。不納欠損額が１６万１,

４００円、収入未済額は３３万１,７００円でございます。３、４ページをお開きくださ

い。支出済額の合計は５億６,００５万８,０９１円となり、前年度比２.５％の増、不用

額は４８５万２,９０９円でございます。それでは主な内容につきまして、事項別明細書

で御説明をいたします。 

まず歳入ですが、６、７ページをお開きください。１款後期高齢者医療保険料は４億

５,７０３万４,０００円、前年度比２.６％の増額となっております。２款１項１目督促

手数料は、現年度分１６７件、滞納分１６件、合計１８３件分でございます。３款１項

１目事務費繰入金は、広域連合共通経費と一般管理費と事務費の繰入金でございます。

２目保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減額４分の３を県から、４分の１を町で負担し



て繰り入れたものでございます。４款１項１目繰越金は、令和２年度決算の繰越金でご

ざいます。５款１項１目延滞金は、後期高齢者医療保険料に係る延滞金でございます。

８、９ページをお開きください。２項１目保険料還付金は、死亡、転出等により過年度

分の保険料の還付金を広域連合から受け入れたものでございます。３項１目町預金利子

は後期高齢者医療特別会計の預金利子、４項２目雑入は後期高齢者医療広域連合からの

旅費の収入でございます。以上が歳入でございます。 

続きまして、歳出について御説明をいたします。１０、１１ページをお開きください。

１款１項１目一般管理費は、後期高齢者医療事業の運営に係る事務経費でございます。

今年度については、システム改修が発生をしませんでしたので減となっております。２

項１目徴収費は保険料徴収に係る経費で、ほぼ例年どおりの支出となっております。２

款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度比２.７％の増額でございます。内

訳としましては、事務費の負担金が１,６５３万５,７３２円、保険基盤安定負担金が８,

３７７万９,８３６円、保険料の負担金が４億５,６３４万１,２００円でございます。下

段から次のページに及びますけれども、３款１項１目保険料還付金は、過年度の保険料

の還付金でございます。２項１目一般会計繰出金は、令和２年度決算の確定に伴う一般

会計への繰出金でございます。１４ページ、実質収支に関する調書は御覧のとおりでご

ざいます。続きまして、主要な施策の成果に関する報告書でございますが、２ページの

上段に決算状況を、下段の見開きの表において、令和３年度の予算と決算、その執行率、

並びに令和２年度決算との比率を掲載しております。４ページに保険料と納付金の状況

を記載しております。以上が、令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計決算の説明で

ございます。 

続いて本日提出いたしました資料の４ページ目ですけれども、こちらが後期高齢者医

療保険料の決算の状況でございます。収納率は現年分が９９.９５％、過年度分が３３.

５５％になっております。５ページ目に被保険者数の推移を記載しております。令和３

年度の平均被保険者数は５,３４２人となっております。その他につきましては記載のと

おりでございます。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので質疑に入ります。それでは歳入の方から入っていきますが、

歳入全般で受け付けたいと思いますが、質疑はありませんか。戻っても構いません。歳

出の方で質疑はありませんか。いいですか。主要な施策の成果に関する報告書、今日も

らった資料を含め全体で質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の３ページですね。後期高齢者医療広域連合納付金

が歳出で２.８％増えているわけですけれども、これは被保険者が増えたことが主たる原

因ですか。ほかに原因があればおっしゃっていただければ。 



○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、大部分が保険料の負担金となります

ので、保険料の負担金の額が増えたのは、やはり被保険者数が増えたということが原因

になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。いいですかね。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

議案第５２号令和３年度の後期高齢者医療特別会計決算の認定に反対の立場から討論

を行います。後期高齢者医療制度は、住民が７５歳に到達すると従来の医療保険制度か

ら切り離し、加入しなければならない制度であります。高齢者が増えるほど、それに伴

い医療費が増えるほど、被保険者の負担が増え続ける制度設計となっております。制度

創設時にはこの制度は廃止すべきだという国民の世論が高まり、野党も共に声を上げて

大きな世論が巻き起こりました。しかし、国民と野党の強い反対を押し切って法案を強

行成立させた経緯があります。戦後の荒廃から復興を成し遂げた、そして今日の郷土を

築き上げた高齢者に対し、このような扱いを是とすることはできません。地方議会から

この制度の在り方を問うということと併せて、少なくとも以前の老人福祉制度に戻すこ

とを要求する立場から、決算の認定に反対をいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

反対、賛成どちらでも結構です。討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第５２号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についての件を採決します。この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて審査に入りたいと思います。 



それでは令和４年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けまし

た議案第４６号令和４年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件を議題とし

ます。本議案について提案理由の説明を求めます。 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

皆さんこんにちは。それでは、議案第４６号令和４年度長与町介護保険特別会計補正

予算（第１号）につきまして御説明させていただきます。予算書の１ページをお開き願

います。今回の補正は、保険事業勘定におきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

２億４,６１５万８,０００円を追加し、補正後の総額を３１億６,８０９万５,０００円

とし、介護サービス事業勘定におきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６

９万４,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を３,３２０万６,０００円とするも

のでございます。内容につきましては、補正予算に関する説明書により御説明いたしま

す。説明書の６、７ページをお開き願います。まず保険事業勘定の歳入でございますが、

８款１項１目１節繰越金２億４,６１５万８,０００円は、前年度決算に伴い確定した繰

越額を計上するものでございます。 

続きまして、歳出について御説明をいたします。１０、１１ページをお開き願います。

３款３項１目地域包括支援センター運営費の１節報酬から８節旅費までの合計１６７万

７,０００円は、職員の育児休業に係る代替職員の人件費でございます。６款１項２目２

２節償還金、利子及び割引料の２,８３３万２,０００円は、いずれも令和３年度の介護

給付費並びに地域支援事業に係る国、県及び支払基金の交付金の額の確定に伴う返還金

でございます。７款１項１目２８節予備費２億１,６１４万９,０００円は、収支の調整

として計上するものでございます。 

続きまして１８、１９ページをお開き願います。介護サービス事業勘定の歳入でござ

いますが、２款１項１目１節繰越金１６９万４,０００円は、前年度決算に伴い確定した

繰越額を計上いたしております。 

続きまして歳出でございますが、２２、２３ページをお開き願います。２款１項１目

２８節予備費につきましては、収支の調整として同額を計上するものでございます。 

以上が、今回の補正予算の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので質疑を行います。まず６、７ページ、保険事業勘定の歳入か

ら入っていきます。量的にそんなにありませんので歳出まで、保険事業勘定で質疑はあ

りませんか。いいですか。それでは次です。介護サービス事業勘定の方の歳入歳出いず

れでも結構です。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 



まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第４６号令和４年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開します。 

これより、令和４年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けま

した議案第５３号令和３年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件

を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

それでは、議案第５３号令和３年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、御説明をさせていただきます。決算の説明に入ります前に、令和３年度介護保険

被保険者の状況につきまして報告させていただきます。先ほど提出いたしました介護認

定者数の推移、区分を御覧いただきたいと思います。令和３年度末時点の６５歳以上で

あります第１号被保険者数は１万１,２４２人で、前年度比１６４人の増となっておりま

す。また、第１号被保険者のうち、要支援、要介護の認定者数は１,８０８人、前年度か

ら７人の減となっております。認定率といたしましては１６.１％で、前年度比０.３ポ

イントの減でございます。 

それでは決算書の説明に入らせていただきます。なお、歳入歳出ともに主なものにつ

いて事項別明細書により説明をさせていただきます。１４、１５ページをお開き願いま

す。保険事業勘定の歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者保険料の収入済額

は７億６９８万４０円で、前年度比１４５万５,０９８円、０.２％の減となっておりま

す。保険料の収入状況につきましては、先ほどお配りをいたしました資料の歳入の収入

状況を御覧いただきたいと思います。収納率につきましては、現年度分が９９.８４％、

前年度比０.０２ポイントの減。滞納繰越分が１９.９３％、前年度比６.４３ポイントの

増。介護保険料全体としましては９９.３３％、前年度比０.２ポイントの増となってお

ります。それでは事項別明細書の方に戻らせていただきます。１４、１５ページ、２款

使用料及び手数料は、督促手数料７４５件分でございます。３款１項１目介護給付費負

担金は介護給付費に対する国の負担分で、負担率は、居宅給付費は２０％、施設等給付



費が１５％となっております。なお、過年度分につきましては前年度実績による追加交

付でございます。２項１目１節現年度分調整交付金は介護給付費に対する交付金で、令

和３年度の割合は２.２９％。２節特別調整交付金は新型コロナウイルス感染症の影響に

よる保険料の減免措置に対する国庫補助で、補助率は４０％となっております。２目、

３目につきましては地域支援事業に係る交付金で、交付率は２目が２５％、次のページ

に移りまして３目が３８.５％でございます。４目保険者機能強化推進交付金につきまし

ては、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組指標に基づく交付金。５目介護保

険保険者努力支援交付金は、地域支援事業等の取組指標に基づき交付されるものでござ

います。６目介護保険事業費補助金は、システム改修に対する国庫補助でございます。

７目介護保険災害等臨時特例補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料

の減免措置に対する国庫補助で、補助率が６０％でございます。４款１項支払基金交付

金は、社会保険診療報酬支払基金より交付されます第２号被保険者負担分で、１目は介

護給付費分、次のページに移りまして、２目が地域支援事業分で、それぞれ負担率は２

７％となっております。５款１項１目介護給付費負担金につきましては介護給付費に対

する県の負担分で、負担率は居宅給付費１２.５％、施設等給付費１７.５％。２項県補

助金は地域支援事業に係る交付金で、負担率は１目が１２.５％、２目が１９.２５％と

なっております。続きまして、２０、２１ページをお開き願います。６款１項１目利子

及び配当金は、介護給付費準備基金の利子分でございます。７款１項１目介護給付費繰

入金につきましては介護給付費に係る町負担分で、負担率は１２.５％。２目及び３目の

地域支援事業繰入金の負担率は、２目が１２.５％、３目が１９.２５％となっておりま

す。４目その他一般会計繰入金は事務費分の繰り入れ。次のページに移りまして、５目

低所得者保険料軽減繰入金は、第１号被保険者の第１段階から第３段階までの低所得者

保険料軽減に係る繰入金でございます。２項１目介護給付費準備基金繰入金は、介護サ

ービス事業勘定においてサービス収入が見込みに対して伸びなかったことにより、マイ

ナス収支の補填を行うため介護サービス事業勘定へ繰り出しております。８款繰越金は

前年度決算に伴う繰越金、９款１項１目第１号被保険者延滞金は３８件分の保険料延滞

金、２項１目町預金利子は介護保険特別会計の預金利子でございます。２４、２５ペー

ジをお開き願います。３項雑入２目返納金につきましては、介護保険給付費に係る返還

金の２件、成年後見人の町長申し立てに係る本人負担分が１件でございます。３目雑入

につきまして、情報提供依頼に伴う文書料及び介護認定調査等の受託金でございます。

１０款１項２目地域支援事業費寄附金は、一般介護予防事業費寄附金でございます。収

入済額の総額は３０億６,５５９万９,４０４円で、前年度比７,７２７万８,６１２円、

２.６％の増となっております。以上が保険事業勘定の歳入でございます。 

続きまして、歳出について御説明をさせていただきます。２６、２７ページをお開き

願います。１款１項１目一般管理費１２節委託料につきましては、令和３年度介護報酬

改定に伴うシステム改修業務が主なものでございます。１３節使用料及び賃借料は、介



護認定支援システムのリース料でございます。２項１目賦課徴収費につきましては、介

護保険料の徴収に係る経費でございます。次のページに移りまして、３項１目介護認定

審査会費は、介護保険認定審査会委員報酬など介護認定審査会に係る経費、２目認定調

査等費は認定調査員報酬及び主治医の意見書作成手数料など、介護認定調査に係る経費

でございます。４項１目趣旨普及費は、介護保険制度や保険料等に関するパンフレット

の印刷製本費、次のページに移りまして、５項１目介護保険運営協議会費は、運営協議

会の開催に伴う委員の報酬及び費用弁償でございます。２款保険給付につきましては、

要介護認定者が利用された介護サービス費、要支援認定者が利用された介護予防サービ

ス費の給付費や給付に伴う審査支払手数料で、前年度比８,０２８万７,１６９円、３.

２％の増となっております。３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は、要支

援認定者及び事業対象者の通所型、訪問型サービス利用に係る給付費や審査支払手数料。

次のページに移りまして、２目介護予防ケアマネジメント事業費は、１目のサービスに

係るケアマネジメントに対する給付費でございます。２項１目一般介護予防事業費は、

町で実施をしておりますお元気クラブや脳トレ教室に関する経費、めだか８５、サポー

ターポイント制度事業の委託料でございます。また、１８節負担金、補助及び交付金に

つきましては「いきいきサロン」１９団体への事業補助金と、介護予防サポーター１４

名へのポイント交付金でございます。次に３２ページから３５ページにかけての３項１

目地域包括支援センター運営費は、長与町地域包括支援センターの職員及びパート職員

の人件費や地域包括支援システムの保守料などの経費となっております。２目総合相談

事業費につきましては、介護保険課窓口配置の介護相談員、訪問看護師及び包括支援セ

ンター専門員の報酬、健康調査訪問で使用する自動車リース料などの経費でございます。

３６、３７ページをお開き願います。４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

につきましては、主任介護支援専門員の人件費や地域包括支援システムの保守料、自動

車リース料などの経費となっております。５目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅

医療介護相談窓口の専門相談員に係る人件費と在宅医療介護連携推進協議会及び作業部

会に係る経費となっております。次に３８、３９ページをお開き願います。６目生活支

援体制整備事業費は、高齢者の社会参加や生活支援の充実を推進するため生活支援コー

ディネーターの配置と地域の支え合いの推進のため設置をしております、支えあい「な

がよ」推進協議体に関する経費でございます。７目認知症総合支援事業費につきまして

は、認知症地域支援推進員として配置しておりますコーディネーター、及び認知症初期

集中支援チーム検討委員会に係る経費。次のページに移りまして、１２節委託料につき

ましては、社会福祉協議会に委託しております認知症カフェ事業の委託料と地域包括支

援センターシステム保守委託料でございます。８目地域ケア会議推進事業費は、専門職

による個別事例の検討、及び地域のネットワークづくりやケアマネジメント支援、地域

課題把握などを行う自立支援型地域ケア会議、また困難事例に対して関係者が情報共有

や支援の検討を行う個別ケア会議に関する費用でございます。９目任意事業費につきま



しては、主な事業内容といたしまして、家族介護支援事業として介護学習会、認知症介

護者の集い、地域支援自立事業としまして配食サービスに係る委託料。次のページに移

りまして、１９節扶助費として家族介護用品に対する助成を行っております。４款１項

１目介護給付費準備基金積立金は、預金利子２万２,９２７円を基金へ積み立てておりま

す。６款１項１目第１号被保険者保険料還付金、２目償還金はそれぞれ前年度交付額の

確定に伴う返還金でございます。４４、４５ページをお開き願います。６款２項１目介

護サービス事業勘定繰出金は、介護サービス事業勘定への繰出金でございます。支出済

額の総額は２８億９４４万５５２円で、前年度比２,４２８万９,６６０円、０.９％の増

となっております。以上が、保険事業勘定の歳出でございます。 

続きまして、介護サービス事業勘定につきまして御説明をさせていただきます。４６、

４７ページをお開き願います。この勘定は、地域包括支援センターが地域介護予防支援

事業者として行います要支援ケアプランや介護予防ケアプラン、ケアマネジメントの作

成に係る経費の勘定となっております。まず歳入でございます。１款１項１目介護予防

サービス計画費収入につきましては、ケアプラン作成２,８３３件に対する収入と、ケア

マネジメント作成２,５２９件に対する収入でございます。２款１項１目繰越金は前年度

決算によるもの、３款１項１目町預金利子は介護保険特別会計の預金利子でございます。

４款１項１目保険事業勘定繰入金は、介護サービス事業勘定においてサービス収入が見

込みに対して伸びなかったためマイナス収支への補填を行うため、介護給付費等準備基

金より繰り入れております。収入済額の総額は３,０４９万２,２３８円で、前年度比４

８３万６,８６９円、１８.９％の増となっております。以上が介護サービス事業勘定の

歳入でございます。 

続きまして、歳出の説明をさせていただきます。４８、４９ページをお開き願います。

１款１項１目指定介護予防支援事業費は、地域包括支援センターの介護支援専門員の人

件費とその業務に係る経費でございます。２項１目介護予防ケアマネジメント事業費は、

民間事業所への介護予防ケアマネジメント作成委託料でございます。５０、５１ページ

をお開き願います。支出済額の総額は２,８７９万６,７０２円で、前年度比３５９万５,

５８９円、１４.３％の増となっております。続きまして、５２ページをお開き願います。

こちらは実質収支に関する調書で御覧のとおりでございます。続きまして５３ページが

財産に関する調書、介護給付費等準備基金の決算年度末の現在高でございます。保険事

業勘定から基金積立金を積み立てているものでございます。 

続きまして、主要な施策の成果に関する報告書につきまして御説明させていただきま

す。報告書の２、３ページをお開き願います。まずこちらは保険事業勘定における歳入

歳出の令和３年度予算額と、決算額の執行率及び令和２年度決算との増減比率でござい

ます。４ページは保険給付費の状況でございます。歳出でも御説明さしあげましたけれ

ども、前年度比８,０２８万７,０００円の増額となっております。内訳につきましては、

以下の表のとおりでございます。次に５ページから１０ページにつきましては、地域支



援事業に係る事業のそれぞれの内容について掲載をいたしております。５ページは介護

予防・生活支援サービス事業で、要支援者に対する訪問型、通所型サービスの利用等に

関する内容となっております。６ページは一般介護予防事業といたしまして、町が実施

をしております各種介護予防に関する内訳でございます。７ページは医療と介護の関係

機関が連携して、包括的継続的な在宅医療、介護を提供する体制整備、体制の構築を推

進する在宅医療・介護連携推進事業の内容となっております。８ページにつきましては、

地域が主体となった活動の充実とその活動における現状把握や課題解決について検討し、

支え合い活動・生活支援サービスの構築を推進する生活支援体制整備事業、９ページは、

認知症の人やその家族の支援をはじめ認知症の早期発見、早期対応のため、関係機関と

連携して効果的な支援を実施する認知症総合支援事業について掲載をいたしております。

１０ページは、地域支援事業のうち任意事業といたしまして様々なメニューがあります

が、その中で本町が実施しております事業の実績について記載しているものでございま

す。続きまして、１２、１３ページをお開き願います。こちらは、介護サービス事業勘

定におきます歳入歳出の令和３年度予算額と、決算額の執行率及び令和２年度決算との

増減比率でございます。次の１４ページは、地域包括支援センターが指定介護予防支援

事業者として要支援者の予防給付のケアマネジメント業務を行います指定介護予防支援

事業費について、１５ページにつきましては、要支援者及び事業対象者の介護予防ケア

マネジメントを行います介護予防・日常生活支援総合事業費について掲載しているもの

でございます。以上が、介護保険特別会計決算に関する内容でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

説明が終わりましたので、質疑に入っていきたいと思います。まず保険事業勘定の歳

入ですね、そちらの方から入っていきたいと思います。１、２ページ、４ページまであ

りますけど、こちらで質疑はありませんか。保険事業勘定の歳入です。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

歳入の一番上の欄、保険料の上段ですね。調定額が７億１,１４６万９,２４０円。こ

れとこの表をいただいたんですが、調定額、収入済額、それから不納欠損まで同じ数字

がこの下段に上がって合っておるんですが、収入未済額が２９４万２,８００円に決算書

はなっているんですが、この資料では３２０万４,５００円となっとるんですね。これは

こちらが間違いですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

浦川係長。 

○係長（浦川真君） 

決算書の方に記載している収入未済額とこの資料の差なんですけども、資料の方は収

入未済額が３２０万４,５００円となっていて、還付未済額の方が２６万１,７００円と



なっているんですけども、その収入未済額から還付未済額を引いた額が決算書の収入未

済額になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。戻っても構いませんので、次進めていきたいと思います。歳入

の１４、１５ページで質疑はありませんか。１６、１７ページ。いいですか。１８、１

９ページ。戻っても構いませんので進めていきます。次、２０、２１、２２、２３、２

４、２５ページ。歳入全般で質疑はありませんか。よろしいですかね。それでは歳出の

方に移りたいと思います。歳出、２６、２７ページ。こちらで質疑はありませんか。２

８、２９、３０、３１、３２、３３ページ。質疑はありませんか。３４、３５ページ。

いいですか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

３０、３１ページの保険給付費、介護サービス等諸費。ちょっと私もよく理解できて

なくて申し訳ないんですが、ここのところでいろんな介護給付費が書かれているんです

よね。それで、ここ全般に関わってなんですけれども、資料の介護認定者の推移のとこ

ろで、７５歳以上の人たちの介護給付の部分を見ていますと、要介護の４の方は少し減

って、要介護５の方は増えているというふうになっているんですが、これは要するに、

考え方としては４だった方が、介護度が進んで５になっていっているような、もちろん

個々のいろんな例はあろうかと思うんですが、ざっくり見てやはり進行していっている

というようなことでなのか、また別に全然違うことなのか、その辺りはいかがでしょう。 

○委員長（金子恵委員） 

林田主査。 

○主査（林田和真君） 

委員御指摘のとおり介護度が上がったために、介護４から介護５に状態が悪化したと

いうことで人数が増えている場合ももちろんありますし、そのほかの要因もいろいろあ

りまして、実際御自宅でみられていた方が新規申請という形でいきなり介護５の認定が

出る場合もあります。なので、それぞれの各家庭の介護状況に応じていろいろ結果が変

わってくるものでありますけども、主に多いのは委員御指摘のとおり、介護３とかから

介護５、介護４から介護５の状態悪化による介護５の増加になるものが多いかと思われ

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ちなみに、元々介護保険事業は西彼杵の広域連合で実施していたのが町単独になった

んですが、そのときいろいろ理由があったんですが、一番の理由というのは町単独でし

た方がより密着して状況が把握しやすいということだったと思うんですよね。決算に直



接関係無いって言われれば無いかもしれないんですが、実際のところやはり町単独でや

ったことで、この方はちょっと注意しないといけないなとか、いろんなそういう個別の

事例というのはやはり町としては一定つかみやすい、それとも数がこれだけあるともう

よく分からないということなのか、その辺り実態というのはいかがですか。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

広域の時代からどういうふうに推移していったかというのは資料を持ち合わせており

ません。ただ個別につきましては、以前からもそういった御相談のケースっていうのは

町の方で受けておりましたので、広域からこちらに来たからより手厚くとかいうことで

はないんじゃないかと推測はされます。ただ個々の相談ケースにつきましては現在も逐

一受けておりますし、その方がどういった推移でなっているかというのもできる範囲で

追っているような状況でございますので、できる限りきめ細かくその方に寄り添ってい

けるような相談内容というのはさせていただいているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。次、３６、３７ページ。戻っても構いません。質疑はありませ

んか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

在宅医療の利用が活発になっているのかなと思うんですけども、その辺何か理由があ

るのかなと。お聞かせください。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

こちらの方につきましては、在宅医療介護連携推進協議会がございまして、今までコ

ロナ禍でなかなか集合して会議を開けてないところがあったんですけれども、昨年につ

きましては、作業部会とその会議の中で複数回集まっていろんな資料を作ったりとか研

修会を行ったりとかいうことで、準備をさせていただきました。その件で活発に活動す

ることによって、今回２割ほど増額しているところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

この表で質問いたします。令和３年度の認定率が１６.１％ということですが、これは

被保険者に対する認定か、それとも申請に対する認定なのか。それと要支援、要支援１、

２と例えば介護の要介護１とか２、認定された方で、実際に利用者、活動している方は



どのくらい、何％いるのか教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

分母につきましては被保険者数です。それに対して介護度を持っている方で割ってい

るような状況になります。あとは利用状況なんですけれども、予防給付、要支援の方に

つきましては、認定者数が２号被保険者も含めまして５６９名になるんですけれども、

月平均ですね。その中で大体５６％の方はサービスを御利用されてない方。比率にはな

ってしまうんですけれども、半数以上はサービスを御利用されてない状況でございます。

また介護給付につきまして、介護１から介護５の方につきましては、何らかのサービス

をずっと使ってらっしゃる方がいらっしゃいますので、なかなかサービスを利用しない

という方はいらっしゃらない状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

了解いたしました。このコロナ禍において在宅医療が非常に高齢者たちも増えている

かと思いますが、その辺り、数字的にはあまりよく分からないんですが、実際的に在宅

の中で入っている、医療もそうですが介護支援の方で医療コーディネーターの人とか看

護師、いろいろですね、実際に稼働率っていうのはやっぱり増えているというふうに思

ってよろしいでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○介護保険課長（村田佳美君） 

在宅医療の方は申し訳ありません、ちょっと分かりかねるんですけれども、うちの方

で在宅医療と介護の連携っていうことで、コーディネーターを窓口に配置したりとか、

また節目ごとの訪問看護師等の調査等を行っていますけれども、そういった中で極端に

増加しているのかというふうなことは、把握はしておりません。ただ対応は逐一させて

いただいているという状況でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

富永部長。 

○健康保険部長（富永正彦君） 

若干補足をさせていただきます。お尋ねの在宅医療介護連携推進事業というのは、今

まで介護保険は介護保険でやっていた、健康保険は健康保険でやっていたというところ

で、そこを連携しましょうっていう事業になるわけですね。ですから介護保険課がやっ

ていたこと、健康保険課が健康増進なり健康寿命の延伸を目指してやっていたこと、こ

のことは介護と密接に関係があるということで、それぞれの健康保険の方と介護保険の



横の連携を強化するという事業になりますので件数が増えるというよりも、これまでの

連携がより密接に取れるようになってきたということで御理解いただければというふう

に思います。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。では、３８、３９ページに移りたいと思います。質疑はありま

せんか。４０、４１、４２、４３、４５ページまでですね。質疑はありませんか。歳入

歳出合わせて全体で質疑はありませんか。いいですか。もう次進みます。次、介護サー

ビス事業勘定の歳入に入りたいと思います。４６、４７ページいいですか。歳出に移り

ます。４８、４９、５０、５１ページ、４ページありますが、質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ケアプラン作成委託件数とケアマネジメントですね。どんどん下がっていく傾向にあ

るのかなと思うんですけど、１回ケアプランを立てれば数年は変わらないとかそういう

形のもので、委託件数自体は減っていくものなのかどうか、その辺教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

中村参事。 

○参事（中村宰子君） 

こちらのケアマネジメント、ケアプランにつきましては、要支援１と２、あるいは事

業対象者の方に対してなんですが、こちらの方は地域包括支援センターのケアマネジャ

ーが主に担当を持っているものなんですが、地域包括支援センター以外の居宅介護支援

事業所のケアマネジャーにプランを立てるのを委託している分がこの委託料になってお

りまして、年々こちらの方は委託している件数が下がっている状況であります。ただ、

地域包括支援センターの方が要支援１、２、あるいは事業対象者の方のプランを持って

いるんですが、見込みよりも要支援１、２、事業対象者の方が増えていないという状況

がありますので、全体の収入が増えていないという状況にあります。これは、見込みよ

り７期から８期も下方修正をしているんですけど、一定の介護予防事業の効果があって

いるものというふうに受け取っております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

３９ページよろしいでしょうか。下から３段目、認知症初期集中支援チーム検討委員

なんですが、令和３年度の実績としてはどのくらいの効果があったのか、何件ぐらいの

認知症の発見があったのか、そこを教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

中村参事。 



○参事（中村宰子君） 

認知症初期集中支援チームというのは、介護保険課にいる認知症地域支援推進員とい

う作業療法士の資格を持っている者がいるんですが、そちらと北病院の方の医師と、あ

と医療ソーシャルワーカー、その職種３名でチームとして動いておりますが、認知症を

持っていながら、初期の症状が主なんですが、医療とか介護のサービスに繋がっていな

い方々を、最長６か月を目安として支援していくというものですが、令和３年度はこの

チームとして動いた対象者は０人になっております。ただ、認知症の相談は令和３年度

で地域支援推進員が関わったものが、４９名の認知症の方、あるいは家族の方というこ

とで相談を受けております。長与町介護保険課包括支援センターの方は、認知症地域支

援推進員だけではなく、訪問看護師、保健師、社会福祉士いろんな職種が在籍しており

ますので、初期集中支援チームの稼働に至るまでなくても、介護サービスに繋がったり、

医療に繋がったり、あるいは継続して支援をしているものがほとんどであるという状況

にあります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。全体的に、主要な施策の成果に関する報告書まで含め、質疑は

ありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

主要な施策の成果に関する報告書の中で３ページ、保険給付費が上がっているわけで

すよね、令和２年度と比べてね。この主要な理由だけ教えていただきたいということと、

８ページの生活支援体制整備事業というのが約２倍近く増えてるんですよね。その主た

る理由をお聞かせください。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

林田主査。 

○主査（林田和真君） 

主要な理由としては、住宅改修費などの家で生活するための手すりとかそういった形

の介護給付であったりとか、令和３年度コロナがまん延したということで、家族が介護

をしていた方が急に濃厚接触者とか感染したとかの理由で、短期的にショートステイを

利用する場合の給付費とか、そういったものが主な給付費の増で挙げられるかなと思い

ます。 

○委員長（金子恵委員） 

中村参事。 

○参事（中村宰子君） 

２点目の生活支援体制整備事業が、令和２年度の決算より令和３年度が増えていると

いう件ですが、生活支援コーディネーターが現在社会福祉協議会に１名と介護保険課に

１名在籍しているんですが、令和２年度は介護保険課に在籍している生活支援コーディ



ネーターが欠員だったため、決算額が少なくなっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。よろしいですかね。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

いずれでも結構です。討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第５３号令和３年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩します。所管の皆様お疲れさまでした。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

本日の予定は終わりました。これで、総務厚生常任委員会の今日の審議は閉会します。 

（閉会 １２時０４分） 


